
第１回 民生教育まちづく り常任委員会 

日 時 令和８年３月12日（ 木) 午前９時30分～ 

場 所 下呂市役所下呂庁舎 ３－１会議室 

１  委員長あいさつ 

２  市長あいさつ 

３  議長あいさつ 

４  付託案件 

（ １） 議第１９号 財産の取得について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料Ｐ３【 まちづく り推進部】  

（ ２） 議第２０号 下呂市過疎地域持続的発展計画の策定について・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・【 まちづく り推進部】  

（ ３） 議第２６号 下呂市一般住宅の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料Ｐ５【 まちづく り推進部】  

（ ４） 議第２７号 下呂市基金条例の一部を改正する条例について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 【 まちづく り推進部】  

（ ５） 議第２８号 下呂市まち・ ひと・ しごと情報交流施設条例の一部を改正する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・【 まちづく り推進部】  

（ ６） 議第２９号 下呂市公民館条例の一部を改正する条例について ・ ・ 資料Ｐ６【 地域振興部】  

（ ７） 議第３０号 下呂市国民健康保険診療所設置条例の一部を改正する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・【 市民保健部】  

（ ８） 議第３１号 下呂市国民健康保険病院事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・【 市民保健部】  

（ ９） 議第３２号 下呂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について・ ・ ・ ・【 市民保健部】  

（ 10） 議第３３号 下呂市介護保険条例の一部を改正する条例について ・ 資料Ｐ８【 福 祉 部】  

（ 11） 議第３４号 下呂市障がい者支援施設設置条例を廃止する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料Ｐ９【 福 祉 部】  

（ 12） 議第３５号 下呂市子育て・ 保育ステーション条例の一部を改正する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・【 福 祉 部】  

（ 13） 議第３６号 下呂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・【 福 祉 部】  

（ 14） 議第３７号 下呂市乳児等通園支援事業の利用者負担額に関する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・【 福 祉 部】  

（ 15） 議第３８号 下呂市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料Ｐ11【 福 祉 部】  
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（ 16） 議第３９号 下呂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料Ｐ11【 福 祉 部】  

（ 17） 議第４０号 下呂市児童福祉金支給条例を廃止する条例について ・ 資料Ｐ13【 福 祉 部】  

（ 18） 議第４２号 下呂市火葬場・ 斎場条例の一部を改正する条例について・ ・ ・ ・【 環 境 部】  

（ 19） 議第４４号 下呂市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例について・ ・ ・ ・【 教育委員会事務局】  

（ 20） 議第４８号 令和８年度下呂市立金山病院事業会計への繰出について・ ・ ・ ・【 まちづく り推進部】  
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議題29号 下呂市公民館条例の一部を改正する条例について 

1.  改正の内容 

下呂市に13ある公民館のうち、菅田公民館、東公民館を令和8年3月31日をもっ

て廃止するために改正するものです。  

２ .廃止の理由 

施設の老朽化により利用に著しい支障が生じているため。 

３．対象施設 

施設名 建築年 構造 延床面積 

菅田公民館 昭和40年（ 築61年）  鉄骨造一部２階建 615. 67㎡

東公民館 昭和51年（ 築50年）  ＲＣ造２階建 689. 50㎡

４．廃止後の地域活動の継続性について 

 金山地域においては、公民館が地域活動の拠点となっていますが、菅田地

区、東地区においては、地域運営組織が４月から本格始動します。これによ

り、市が行う「 公民館活動」 から、住民自らが主体となって地域の課題解決や

地域づく り、交流の拠点づく りを行うことになります。  

これまで公民館が担ってきた地域の行事等は、地域運営組織が主体となって

計画されることになります。 

あらたな活動の拠点として、菅田地区は旧菅田公民館、東地区は旧東第一小

学校を使用します。 

５．地域運営組織への支援 

公民館廃止後も地域コミュニティの機能が失われないよう、地域運営組織が

中心となって、地域活動を展開していくための支援を行います。 

・ 地域運営組織の運営、活動を支援 

人的支援  ・ ・ ・ 集落支援員の配置 

財政的支援 ・ ・ ・ 交付金 

教育民生まちづく り常任委員会 

実施月日 令和８年３月12日 

担当課  地域振興部地域振興課 
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６ .廃止に至る主な経緯 

■菅田公民館 

令和５年４月 ２階部分が危険な状態であるため、２階部分を使用禁止とする。  

令和６年10月 公民館事務所を旧菅田小学校内に移転 

令和７年１月 菅田公民館を全面使用禁止とする。  

令和７年７月 公民館だよりで年度末廃止を地元に周知。 

令和８年１月 公民館だよりで年度末廃止を地元に周知。 

令和８年１月 定例教育委員会に条例改正案を上程、承認 

令和８年２月 自治会配布にて「 公民館廃止について」 各戸へ配布 

■東公民館 

令和６年10月 東地区の全区長及び東地区集楽環境保全会役員により合同会議が開

催され、東地区の市民活動の在り方や公共施設、避難場所等につい

て協議が行われる。 

11月 東地区連合自治会会長から、東公民館の廃止と旧東第一小学校施設

の改修について要望書が提出される。  

令和７年４月 東地域の総会にて年度末廃止を周知。 

令和７年５月～８月 東地域井戸端会議（ 全10区で開催）  

令和８年１月  チラシにて閉館周知 

令和８年１月 定例教育委員会に条例改正案を上程、承認 

令和８年２月 自治会配布にて「 公民館廃止について」 各戸へ配布 

- 7 -－7－



- 8 -－8－



議第34号 下呂市障がい者支援施設設置条例を廃止する条例について

（ 設置の経緯と沿革）

下呂市障がい者総合支援センターは、平成19年度に障がい者の総合支援を目的として設置されました。

開設当初は「 相談支援」および「 就労支援」の機能を担っていましたが、現在は相談支援事業所が移転し

たことに伴い下呂市社会福祉協議会が指定管理者として管理運営を行い就労継続支援B型事業所「 ひか

りの家」 として開所しています。  

［ 施設概要］  

下呂市障がい者総合支援センター（ ひかりの家）  

（ 所在地） 下呂市森134番地１ 

（ 構造・ 延べ床面積等） 鉄骨造り２階建て270. 3㎡  敷地面積373. 34㎡ 

（ 開設日） 平成19年４月５日 

※現在、２階部分は事業所として使用していない。 

（ 社会情勢の変化に伴う運営体制の最適化）

相談支援事業所の移転により就労支援事業所のみの運営となっている実態や、建設当時は市内の就労

支援事業所が少なかったが、現在は市内の就労支援事業所が他法人の参入を含め８か所まで増加し、障が

い者の就労の選択肢が大きく広がっている社会情勢の変化を踏まえ、「 広く住民の利用に供される唯一の

施設」としての位置付けから、現在の就労支援事業所の機能を維持しつつ、より実情に即した運営へと移

行するため、当該条例を廃止するものです。  

（ 施設の実情に即した運営と役割）

下呂市社会福祉協議会が運営する３つの就労支援事業所［ ひだまりの家（ 萩原地域）、ひかりの家（ 下

呂地域）、ぎふちょう金山（ 金山地域）］ は、工賃向上のみを目的とするのではなく 、障がい者の「 居場所

づく り」 を主体とした市内全域のセーフティーネットとしての重要な役割を担っています。 

条例廃止後も現在の就労支援機能を継続させるため、本施設（ ひかりの家）については、引き続き現指

定管理者である下呂市社会福祉協議会に対し、福祉事業への使用を条件とした無償貸付を行い、地域福祉

の拠点として活用する予定です。 

民生教育まちづくり常任委員会 

実施月日 令和８年３月12日 

担当課 社会福祉課 
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下呂市障がい者総合支援センター（ひかりの家）

◎市内の就労系事業所

事業所名 種類 定員（ 人）

Ｂ型 20

Ｂ型 20

Ｂ型 20

Ｂ型 20

Ｂ型 22

Ｂ型 20

Ｂ型 18

Ａ型 18

◎社協就労支援事業所の利用者数

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度

ひかりの家 21人 20人 14人 15人 11人

ひだまりの家 15人 17人 20人 19人 17人

ぎふちょう金山 12人 12人 17人 15人 16人

障がい者就労支援センターぎふちょう金山

えくぼ

株式会社マコト

たんぽぽファーム

たけはら村

多機能型事業所げんき

障がい者就労支援センターひかりの家

障がい者就労支援センターひだまりの家

下呂市民会館

障がい者総合

支援センター
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